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新発田市過疎地域持続的発展計画 新旧対照表 

 

第１章 基本的な事項 

新計画の頁 新計画（R8～12） 現計画（R4～7） 

Ｐ１ （１）市の概況 

（ア）自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

 ①自然的条件 

 新発田市は、越後平野（新潟平野）の北部に位置し、県都新潟市に

隣接する都市で、面積５３３．０７平方キロメートル（令和７年１０

月１日 国土地理院公表）、人口は９０，７５４人（令和７年１０月末

現在）です。 

 北西には白砂青松と形容される美しい海岸が広がり、南東の山岳地

帯には豊かな自然景観に恵まれた磐梯朝日国立公園、胎内二王子県立

自然公園があります。また、かつて東洋一といわれた堤桜を有する加

治川の水系によって潤う肥沃な土地が広がっており、県内有数の良質

米コシヒカリの産地でもあります。 

 市西部は隣接する新潟市・聖籠町から平地が連なり、北部から東部

にかけては胎内市と、飯豊連峰の山々を挟んで山形県小国町とも接し、

南部は阿賀町・阿賀野市と接しています。東部に広がる山岳部は、大

日岳(２，１２８ｍ)、北股岳(２，０２５ｍ)などの飯豊連峰の主稜線

を含み、山岳と平地の間には、北東から南西方向には日本一小さい山

脈として知られる櫛形山脈、五十公野丘陵、笹神丘陵及び五頭連峰が

連なっています。 

 市域の西部を占める平坦地は、飯豊連峰に源を発する加治川、二王

（１）市の概況 

（ア）自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

 ①自然的条件 

 新発田市は、越後平野（新潟平野）の北部に位置し、県都新潟市に

隣接する都市で、面積５３３．１１平方キロメートル（令和元年１０

月１日 国土地理院公表）、人口は９４，７１８人（令和４年３月末現

在）です。 

 北西には白砂青松と形容される美しい海岸が広がり、南東の山岳地

帯には豊かな自然景観に恵まれた磐梯朝日国立公園、胎内二王子県立

自然公園があります。また、かつて東洋一といわれた堤桜を有する加

治川の水系によって潤う肥沃な土地が広がっており、県内有数の良質

米コシヒカリの産地でもあります。 

 市西部は隣接する新潟市・聖籠町から平地が連なり、北部から東部

にかけては胎内市と、飯豊連峰の山々を挟んで山形県小国町とも接し、

南部は阿賀町・阿賀野市と接しています。東部に広がる山岳部は、大

日岳(２，１２８ｍ)、北股岳(２，０２５ｍ)などの飯豊連峰の主稜線

を含み、山岳と平地の間には、北東から南西方向には日本一小さい山

脈として知られる櫛形山脈、五十公野丘陵、笹神丘陵及び五頭連峰が

連なっています。 

 市域の西部を占める平坦地は、飯豊連峰に源を発する加治川、二王
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子岳から流れ出る姫田川などにより形成された扇状地性低地、三角州

性低地、砂丘間低地からなります。 

 北部は紫雲寺潟を干拓して開発された地域で、水田地帯が広がるほ

か、畑地帯と松林が断続的に日本海まで続く丘陵地帯となっています。 

 

 ②歴史的条件 

 （略） 

子岳から流れ出る姫田川などにより形成された扇状地性低地、三角州

性低地、砂丘間低地からなります。 

 北部は紫雲寺潟を干拓して開発された地域で、水田地帯が広がるほ

か、畑地帯と松林が断続的に日本海まで続く丘陵地帯となっています。 

 

 ②歴史的条件 

 （略） 

Ｐ２  ③社会的条件 

 市内を走る道路は、主要な国道及び県道・市道からなる「２環状８

放射」を基本に骨格道路網を形成しています。「２環状」とは、市街地

外縁部の外環状道路(国道７号、国道４６０号（南バイパス）など）、

市街地内部の中環状道路（都市計画道路西新発田五十公野線）であり、

「８放射」は紫雲寺、新潟、豊栄、新津・豊浦、五泉・安田、津川、

荒川・黒川、村上・中条の各方面に延びる主要幹線道路からなります。

外環状道路及び中環状道路の整備により、市街地の混雑緩和や安全性

の向上が図られるとともに、市内の回遊性が一段と高まりました。 

 鉄道は、東日本旅客鉄道株式会社が運営する路線で、羽越本線(新津

駅方面・村上駅方面)、白新線（新潟駅方面）の２路線が運行しており、

７駅（うち、加治川地域には、加治駅、金塚駅の２駅）が立地してい

ます。 

 バスは、市街地を循環する市街地循環路線に加え、周辺地域と市街

地を結ぶ８路線が運行することにより、市街地の回遊性及び市内全域

から市街地へのアクセスが確保されています。また、新潟交通観光バ

ス株式会社が運営する路線バスが、当市と新潟市の間を運行するほか、

 ③社会的条件 

 市内を走る道路は、主要な国道及び県道・市道からなる「２環状８

放射」を基本に骨格道路網を形成しています。「２環状」とは、市街地

外縁部の外環状道路(国道７号、国道４６０号（南バイパス）など）、

市街地内部の中環状道路（都市計画道路西新発田五十公野線）であり、

「８放射」は紫雲寺、新潟、豊栄、新津・豊浦、五泉・安田、津川、

荒川・黒川、村上・中条の各方面に延びる主要幹線道路からなります。

外環状道路及び中環状道路の整備により、市街地の混雑緩和や安全性

の向上が図られるとともに、市内の回遊性が一段と高まりました。 

 鉄道は、東日本旅客鉄道株式会社が運営する路線で、羽越本線(新津

駅方面・村上駅方面)、白新線（新潟駅方面）の２路線が運行しており、

７駅（うち、加治川地域には、加治駅、金塚駅の２駅）が立地してい

ます。 

 バスは、新潟交通株式会社及び新潟交通観光バス株式会社の運営・

運行する路線バスが、紫雲寺地域などの鉄道のないエリアを中心に運

行されています。また、市では、中心市街地におけるアクセス機能向

上と交通空白域の解消、交通弱者の移動手段確保のため、コミュニテ
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隣接する市町が運営する路線も当市に乗り入れています。 ィバスを運行し、市街地循環路線、中心市街地と菅谷・加治地区など

の郊外を結ぶ路線が運行されています。 

Ｐ２  ④経済的条件 

 新発田市は、加治川水系によって潤う肥沃な大地により、県内有数

の良質米コシヒカリの産地として、稲作を中心とした農業が基幹産業

となっています。近年は海外市場をターゲットとして有機米の産地形

成などにも取り組んでおり、新発田産米のさらなる販路拡大と生産者

の所得向上に向けた取組を積極的に進めています。また、県内一位の

生産量を誇るアスパラガスをはじめ、新発田市が発祥であるブランド

苺「越後姫」などの園芸作物の栽培にも力を入れています。さらに、

県内で二番目にブランド和牛となった「新発田牛
うし

」の海外輸出にも取

り組み、海外でも高い評価を得ています。 

 加えて、良質な農業生産物と加治川水系の清冽な水資源を背景とし

た食品加工業も盛んであり、新発田食品工業団地には、食品加工業者

のみが立地する全国的にも珍しい工業団地として、１１社が操業して

います。その他にも、西部工業団地、藤塚浜工業団地、豊浦工業団地

などの工業団地（加治川地域には、箱岩工業団地、金塚工業団地）を

有し、新潟空港や新潟東港まで至近にあるほか、日本海東北自動車道

を利用してのトラック輸送が可能となっています。 

 ④経済的条件 

 新発田市は、加治川の水系によって潤う肥沃な大地により、県内有

数の良質米コシヒカリの産地として、稲作を中心とした農業が基幹産

業となっています。また、県内一位の生産量を誇るアスパラガスをは

じめ、新発田市が発祥であるブランド苺「越後姫」などの園芸作物の

栽培にも力を入れています。近年は、米や県内で二番目にブランド和

牛となった「新発田牛（うし）」の海外輸出にも取り組み、海外でも高

い評価を得ています。令和４年度からは有機米の産地形成などにも取

り組んでおり、新発田産米のさらなる販路拡大に向けた取組を積極的

に進めています。 

 また、良質な農業生産物と加治川水系の清冽な水資源を背景とした

食品加工業も盛んであり、新発田食品工業団地には、食品加工業者の

みが立地する全国的にも珍しい工業団地として、１１社が操業してい

ます。その他にも、西部工業団地、藤塚浜工業団地、豊浦工業団地な

どの工業団地（加治川地域には、箱岩工業団地、金塚工業団地）を有

し、新潟空港や新潟東港まで至近にあるほか、日本海東北自動車道を

利用してのトラック輸送が可能となっています。 
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Ｐ３ （イ）過疎の状況 

 過疎地域に指定された加治川地域（旧加治川村）においては、記録

が残る昭和３０年国勢調査の９，５７９人が人口のピークとなってお

り、以降の調査結果では、減少率が概ね６％～１０％で推移してきま

した。昭和６０年、平成２年国勢調査では増加に転じたものの、平成

７年以降は再び減少に転じ、現在も減少傾向が続いています。令和２

年国勢調査の結果、平成７年国勢調査との比較による人口減少率が２

５．８％となったことなどから、令和４年４月１日付けで過疎地域（一

部過疎）に指定されることとなりました。これは、新発田市全体の人

口減少率１０．９％と比較しても高く、また、高齢化率についても、

新発田市全体の３２．２８％に対し、加治川地域は３７．０１％とな

っています。 

 全国的にも同様の傾向が見られるように、当市においても少子高齢

化や若年層を中心とした人口流出といった大きな問題に直面してお

り、今後も人口減少は一層進行することが見込まれることから、本計

画を踏まえた様々な取組を進めていくことが急務かつ重要となりま

す。 

（イ）過疎の状況 

 過疎地域に指定された加治川地域（旧加治川村）においては、記録

が残る昭和３０年国勢調査結果の９，５７９人が人口のピークとなっ

ており、以降の調査結果では、減少率が概ね１０％～６％で推移して

いきました。昭和６０年、平成２年調査では増加に転じたものの、平

成７年度以降は再び減少に転じ、現在も減少傾向が続いています。令

和２年国勢調査の結果、平成７年国勢調査との比較による人口減少率

が２５．８％となったことなどから、令和４年４月１日付けで過疎地

域（一部過疎）に指定されることとなりました。少子高齢化や若年層

の人口流出等により、平成７年から令和２年の加治川地域の人口減少

率は、新発田市全体の人口減少率（１０．９％）と比較しても高く、

また、高齢化率についても、新発田市全体が３２．２８％であるのに

対し、加治川地域は３７．０１％となっています。 

全国的にも同様の傾向が見られるように、当市では少子高齢化や若年

層を中心とした人口流出といった大きな課題に直面しており、今後も

同様の傾向が続くことが予想されるため、本計画を踏まえた様々な取

組を進めていくことが急務かつ重要となります。 

Ｐ３ （ウ）社会経済的発展の方向 

 加治川地域は、エリアを縦貫する国道７号と、それに並行する日本

海東北自動車道があり、最寄りの中条インターチェンジ（胎内市内）

まで約８㎞に位置しており、北は胎内市・山形県方面、南は新発田市

街地・新潟市方面へのアクセスが良好です。また、同地域内にはＪＲ

羽越本線加治駅、金塚駅が立地しているため、鉄道を利用した通勤・

通学の便も比較的良好であり、駅周辺は住宅地が形成されています。 

（ウ）社会経済的発展の方向 

 加治川地域は、エリアを縦貫する国道７号と、それに並行する日本

海東北自動車道があり、最寄の中条インターチェンジ（胎内市内）ま

で約８㎞に位置しており、北は胎内市・山形県方面、南は新発田市街

地・新潟市方面へのアクセスが良好です。また、同地域内にはＪＲ羽

越本線加治駅、金塚駅が立地しているため、鉄道を利用した通勤・通

学の便も比較的良好であり、駅周辺は住宅地が形成されています。 
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 また、令和５年１１月からは、加治川地域公共交通「かじかわ号」

の運行を開始しており、交通手段の確保による利便性の向上を図って

いるところです。 

 地域には加治川堤防や桜公園の桜、大峰山の山桜、国の天然記念物

に指定されている橡平桜樹林など、桜の名所が多く、また、良質なコ

シヒカリや在来作物の枝豆「大峰かおり」といった食資源にも恵まれ

ています。また、新発田市の観光における北の玄関口として位置付け

ている「道の駅加治川」が令和４年４月にリニューアルオープンし、

観光客等が自然や食といった地域資源に触れる場や、観光等の情報を

発信する拠点としての機能に加え、地域内及び地域間の交流の場にも

なっています。 

 今後も、地域資源の継続的な情報発信等により、交流人口の拡大と

地域における活性化に努めるとともに、生活面では、公共交通の確保

や住民の主体的な地域づくり活動への支援などにより、人口減少を緩

やかにするための取組を推進していきます。 

 加治川堤防の桜や大峰山の山桜、国の天然記念物に指定されている

橡平桜樹林など、桜の名所が多く、また、良質なコシヒカリや在来作

物の枝豆「大峰かおり」といった食資源にも恵まれています。令和４

年４月には、新発田市の観光における北の玄関口として位置付けられ

ている道の駅加治川がリニューアルオープンし、観光客等が自然や食

といった加治川地域の観光資源に触れる場、観光等情報発信の拠点と

しての役割が期待されているところです。 

 今後は、魅力的な観光資源のさらなる情報発信等により、交流人口

の拡大に努めるとともに、生活面では、コミュニティバス等の公共交

通の整備・充実などにより、人口流出を食い止めるための取組を推進

する必要があります。 
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Ｐ４ （２）人口及び産業の推移と動向 

 新発田市全域の人口推移については、令和２年国勢調査結果による

と、総数は９４，９２７人であり、平成２７年調査結果と比較すると

３，６８４人の減少（△３．７４％）となりました。年齢階層別では、

減少幅が特に大きいのは１５歳～２９歳（△１，７２０人、△１２．

９％）であり、若年層が進学や就職等を機に市外へ転出するケースが

多く見られます。 

 また、国立社会保障・人口問題研究所(以下「社人研」という。)に

よる、令和２年国勢調査を基準とした令和１２年推計人口（８５，０

４１人）は、平成２７年国政調査を基準とした推計人口（８７，３０

９人）を下回りました。この傾向は新潟県全体でも同様の状況であり、

人口減少が進行しているところですが、今後はこの減少幅を可能な限

り緩やかに抑えるとともに、人口が減少する中でも社会機能を維持し

持続可能な地域づくりを進めていくことが重要です。 

 産業については、市全域では全国的な傾向と同様、第一次産業から

第二次、第三次産業へ移行が進んでいます。一方、過疎地域である加

治川地域においては、平成７年に第一次産業就業人口が、過疎地域の

全就業人口の２１．４７％を占めていましたが、後継者不足等の要因

により、令和２年には１２．３７％にまで減少している状況です。第

三次産業就業人口については、令和２年は過疎地域の全就業人口の５

４．６３％と半数を超えていますが、第三次産業においても就業人口

は減少傾向にあり、過疎地域における産業全体の縮小・衰退傾向が見

られます。 

 

（２）人口及び産業の推移と動向 

 新発田市全域の人口推移については、令和２年国勢調査結果による

と、総数は９４，９２７人であり、平成２７年調査結果と比較すると

３，６８４人の減少（△３．７４％）となりました。年齢階層別では、

減少幅が大きいのは１５歳～６４歳（△４，７７１人、△８．３２％）、

１５歳～２９歳（△１，７２０人、△１２．９％）であり、特に若年

層は進学や就職等を機に市外へ転出するケースが多く見られます。し

かしながら、新発田市では、移住支援金や住宅取得補助金などといっ

た移住支援策が充実していることなどから、特に子育て世代では転入

超過となっており、他市町村と比較すると減少幅は抑えられています。

令和２年国勢調査結果の市人口総数は、国立社会保障・人口問題研究

所(以下「社人研」という。)による平成２７年基準の令和２年推計人

口（９５，１４３人）を下回ってはいるものの、平成２２年基準の社

人研推計値を基に新発田市人口ビジョンで推計した将来展望（Ｒ２：

９４，５９７人 表１－１（２）参照）を上回る結果となっているこ

とから、これまでの取組が一定の成果を上げていることが分かります。

今後も減少傾向は継続するものと見込まれますが、減少幅を低く抑え

ることで、人口減少に歯止めをかけることができるものと考えていま

す。 

 産業については、市全域では全国的な傾向と同様、第一次産業から

第二次、第三次産業へ移行が進んでいます。一方、過疎地域である加

治川地域においては、平成７年に第一次産業就業人口が、過疎地域の

全就業人口の２１．４７％を占めていましたが、後継者不足等の要因

により、令和２年には１２．３７％にまで減少している状況です。第
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表１－１（１） 人口の推移（国勢調査） 新発田市 

（略） 

 

表１－１（１） 人口の推移（国勢調査） 加治川地域（過疎地域） 

（略） 

三次産業就業人口については、令和２年は過疎地域の全就業人口の５

４．６３％と半数を超えていますが、第三次産業においても就業人口

は減少傾向にあり、過疎地域における産業全体の縮小・衰退傾向が見

られます。 

 

表１－１（１） 人口の推移（国勢調査） 新発田市 

（略） 

 

表１－１（１） 人口の推移（国勢調査） 加治川地域（過疎地域） 

（略） 
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Ｐ５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１－１（２） 人口の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年国勢調査の結果を基準に、社人研が行った将来推計では、

令和３２(２０５０)年の新発田市の人口は６５，０６１人(①)まで減

少すると推計されています。 

この推計を踏まえ、新発田市人口ビジョンでは、令和４７（２０６５）

年における人口が、施策の実施により小規模の改善をした場合は５４，

３２１人(②)、大規模な改善をした場合には６１，６８１人(③)にな

ると展望しています。 

表１－１（２） 人口の見通し 

平成 22 年国勢調査の結果を基準に、社人研が行った将来推計では、

令和 42(2060)年の新発田市の人口は 51,571 人(①)まで減少すると推

計されています。 

 この推計を踏まえ、新発田市人口ビジョンでは、令和 42 年における
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表１－１（３） 産業別人口の動向（国勢調査） 新発田市 

（略） 

 

表１－１（３） 産業別人口の動向（国勢調査） 加治川地域(過疎地

域) 

（略） 

人口が、施策の実施により小規模の改善をした場合は 65,101 人(②)、

大規模な改善をした場合には 75,054 人(③)になると展望しています。 

 

表１－１（３） 産業別人口の動向（国勢調査） 新発田市 

（略） 

 

表１－１（３） 産業別人口の動向（国勢調査） 加治川地域(過疎地

域) 

（略） 
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Ｐ６ （３）行財政の状況 

（ア）行政の状況 

 （略） 

 

（イ）財政の状況 

 令和２年度の決算状況（普通会計）をみると、歳入合計が約５６５

億円、歳出合計が約５４８億円、実質収支が約１５億円となっていま

す。実質公債費比率や、将来負担比率などは適正な範囲で推移してお

り、健全財政を維持していますが、今後は、基幹財源である市税に大

幅な伸びが期待できない中で、社会保障関係経費の増加や、住民生活

に直結する生活インフラの維持、更新などが見込まれます。限りある

財源の有効活用と効果的、効率的な財政運営を一層進めていく必要が

あります。 

 

 

 

 

表１－２（１） 市財政の状況  

 （略） 

表１－２（２） 主要公共施設等の整備状況 新発田市 

 （略） 

表１－２（２） 主要公共施設等の整備状況 加治川地域（過疎地域） 

 （略） 

（３）行財政の状況 

（ア）行政の状況 

 （略） 

 

（イ）財政の状況 

 令和２年度の決算状況（普通会計）をみると、歳入合計が約５６５

億円、歳出合計が約５４８億円、実質収支が約１５億円となっていま

す。新型コロナウイルス感染症にかかる定額給付金事業などの実施に

より、歳入、歳出とも大きく増加しましたが、実質公債費比率や、将

来負担比率などは適正な範囲で推移しており、健全財政を維持してい

ます。 

 今後は、基幹財源である市税に大幅な伸びが期待できない中で、社

会保障関係経費の増加や、住民生活に直結する生活インフラの維持、

更新などが見込まれます。限りある財源の有効活用と効果的、効率的

な財政運営を一層進めていく必要があります。 

 

 

表１－２（１） 市財政の状況  

 （略） 

表１－２（２） 主要公共施設等の整備状況 新発田市 

 （略） 

表１－２（２） 主要公共施設等の整備状況 加治川地域（過疎地域） 

 （略） 
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Ｐ８～Ｐ９ （４）地域の持続的発展の基本方針 

 過疎地域である加治川地域は、平成１７年に旧紫雲寺町とともに新

発田市と合併し、合併建設計画や新発田市まちづくり総合計画等に基

づき、全市域で一体的な整備・事業展開を推進してきました。また、

加治川堤防や桜公園の桜、大峰山の山桜などの自然資源、良質なコシ

ヒカリなどの食資源に恵まれた地域であり、国道７号沿いに立地する

「道の駅加治川」を中心に、多くの観光客が訪れる魅力的な地域でも

あります。 

 しかしながら、少子高齢化や人口減少により、地域の商店等の閉店・

廃業が相次ぎ、また、後継者不足等による農林業の衰退から、加治川

地域における過疎化は進行しているのが実情です。 

 市では、「新発田市まちづくり総合計画（以下「総合計画」という。）」

において将来都市像として掲げる「住みよいまち日本一 健康田園文

化都市・しばた」の実現に向け、「健康長寿」、「少子化対策」、「産業振

興」、「教育の充実」の４つの視点と５つの基本目標「生活・環境」、「健

康・医療・福祉」、「教育・文化」、「産業」、「市民活動・行政活動」を

設定し、まちづくりを進めるとともに、総合計画と一体的に策定した

「新発田市デジタル田園都市構想総合戦略（以下「総合戦略」という。）」

に基づき、デジタルの力も活用しながら人口減少対策と地方創生の実

現に向け重点的に取り組んでいます。 

 これらの取組とともに、新潟県過疎地域持続的発展方針の内容を踏

まえ、加治川地域の持続的発展に向け、自然資源や食資源、地域の文

化などといった魅力を様々な分野にいかし、ハード・ソフト両面の事

業を積極的に推進することにより、関係人口や交流人口の拡大、ひい 

ては定住人口の増加につなげ、地域の活性化を実現していきます。 

（４）地域の持続的発展の基本方針 

 過疎地域である加治川地域は、平成１７年に旧紫雲寺町とともに新

発田市と合併し、合併建設計画や新発田市まちづくり総合計画等に基

づき、全市域で一体的な整備・事業展開を推進してきました。また、

加治川堤防の桜や大峰山の山桜などの自然資源、良質なコシヒカリな

どの食資源に恵まれた地域であり、国道７号沿いに立地する道の駅加

治川を中心に、多くの観光客が訪れる魅力的な地域でもあります。 

 しかしながら、少子高齢化や人口減少により、地域の商店等の閉店・

廃業が相次ぎ、また、後継者不足等による農林業の衰退から、加治川

地域における過疎化は進行しているのが実情です。 

 市では、「新発田市まちづくり総合計画（以下「総合計画」という。）」

において将来都市像として掲げる「住みよいまち日本一 健康田園文

化都市・しばた」の実現に向け、「健康長寿」、「少子化対策」、「産業振

興」、「教育の充実」の４つの視点と５つの基本目標「生活・環境」、「健

康・医療・福祉」、「教育・文化」、「産業」、「市民活動・行政活動」を

設定し、まちづくりに取り組むとともに、「しばた魅力創造戦略（以下

「総合戦略」という。）」を策定し、人口減少対策・地方創生の実現に

特化した取組を推進しています。 

 これらの市の施策とともに、新潟県過疎地域持続的発展方針の内容

を踏まえ、加治川地域の持続的発展に向け、自然資源や食資源、地域

の文化などといった魅力を様々な分野に活かし、ハード・ソフト両面

の事業を積極的に推進することにより、交流人口の拡大、ひいては定

住人口の増加に繋げ、地域の活性化を実現していきます。 
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Ｐ９ （５）地域の持続的発展のための基本目標 

 平成２７年国勢調査結果に基づく社人研推計値によると、本計画終

期の令和１２年推計人口は８７，３０９人でしたが、令和２年国勢調

査による社人研推計値では、８５，０４１人となり、人口減少がさら

に進行するものと見込まれています。 

 人口の減少率を緩やかなものとしていくためには、総合戦略に基づ

く取組の強化を図り、効果を発現させていく必要があります。 

 本計画では、令和７年３月３１日現在における加治川地域の人口が

５，３５７人であることから、過去５年間の人口減少率を踏まえ、令

和１２年度末における加治川地域の人口を４，６７８人以上とするこ

とを目標とするとともに、過疎地域の持続的発展のための基本目標を

次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

（５）地域の持続的発展のための基本目標 

 平成２２年国勢調査に基づく社人研推計値（以下「Ｈ２２基準」と

いう。）によると、本計画終期の令和７年の当市の推計人口は８７，３

８４人でしたが、平成２７年国勢調査結果による社人研推計値（以下

「Ｈ２７基準」という。）によると、令和７年推計人口は９１，３２９

人となり、人口減少の幅が抑えられる結果となりました。令和２年国

勢調査結果人口はＨ２７基準による令和２年推計人口を大きく上回っ

ていることから、これまでの取組は一定の効果が得られていることと

なります。 

 この効果は、当市の総合戦略に基づいた取組により実現したもので

すが、今後も取組をさらに推進していく必要があります。本計画では、

令和４年３月３１日現在における加治川地域の人口が５，７０２人で

あることから、過去５年間の人口減少率を踏まえ、令和７年度末にお

ける加治川地域の人口を５，３０７人以上とすることを目標とすると

ともに、過疎地域の持続的発展のための基本目標を次のとおりとしま

す。 
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Ｐ９ （６）計画の達成状況の評価に関する事項 

 本計画の達成状況の評価は、行政評価システムの活用などにより、

成果指標の分析と効果検証を毎年度実施し、市民に対して広く公表す

ることとします。 

（６）計画の達成状況の評価に関する事項 

 本計画は、総合計画の評価手法である行政評価システムを用いて、

各事業の総合的な評価を行うこととし、総合計画の評価と併せ、行政

評価による達成度等の評価や分析を行うとともに、新発田市まちづく

り総合計画審議会において評価を行い、市民に対して広く公表するこ

ととします。 

Ｐ９ （７）計画期間 

 本計画は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５か

年とします。 

（７）計画期間 

 本計画は、令和４年４月１日から令和８年３月３１日までの４か年

とします。 

Ｐ９～ 

Ｐ１０ 

 

 

 

 

 

 

 

（８）公共施設等総合管理計画等との整合 

 「新発田市公共施設等総合管理計画」は、将来の人口や財政状況な

どを踏まえ、道路、橋りょう等のインフラ施設を含めた公共施設全体

の総量を把握した上で、計画的な施設管理を行うために、総合的かつ

計画的な施設管理の取組方針を定めるものです。  

 本計画においても、公共施設等総合管理計画に掲げる基本方針との

整合を図り、公共施設等の整備・管理を計画的に推進することとしま

す。 

 

（８）公共施設等総合管理計画等との整合 

 「新発田市公共施設等総合管理計画」は、将来の人口や財政状況な

どを踏まえ、道路、橋りょう等のインフラ施設を含めた公共施設全体

の総量を把握した上で、計画的な施設管理の取組を進めるために、総

合的かつ計画的な施設管理の取組方針を方向付けるものです。 

 本計画においても、公共施設等総合管理計画に掲げる基本方針との

整合を図り、公共施設等の整備・管理を計画的に推進することとしま

す。 
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第２章 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

新計画の頁 新計画（R8～12） 現計画（R4～7） 

Ｐ１１ （１）現況と問題点 

 ① 移住・定住 

 令和６年新潟県人口移動調査によると、令和６年１０月１日時点の

新発田市における転入者数は２，３３０人（うち、県内からの転入１，

２４２人、県外からの転入１，０６６人、その他２２人）、転出者数

は２，５２７人（うち、県内への転出１，２０３人、県外への転出１，

３２１人、その他３人）であり、全体として１９７人の転出超過とな

っています。全国的にも都市部への転出超過により人口減少が問題と

なる中において、県内他市町村（県内３０市町村のうち、転出超過と

なった２６市町村）の結果と比較すると、転出超過による減少数(△

１９７人 県内２６市町村中１２位）、転出超過数の人口に占める割

合を示した転出超過率（△０．２２％ 県内２６市町村中２３位）と

なっており、総人口は県内４番目の人口数となっています。 

 近隣の村上市（＋６９人）、胎内市(＋５９人)、阿賀野市（＋４人）、

聖籠町（＋４人）に対しては転入超過である一方、新潟市（△１４１

人）、長岡市（△１６人）、東京圏（△２９９人 東京都、神奈川県、

千葉県、埼玉県）といった県内外都市部に対しては転出超過となって

いることから、依然として都市部への人口流出が課題となっていま

す。 

 

（１）現況と問題点 

 ① 移住・定住 

 令和３年新潟県人口移動調査によると、令和３年１０月１日時点の

新発田市における転入者数は２，３３７人（うち、県内からの転入１，

３１７人、県外からの転入９９４人、その他２６人）、転出者数は２，

５０３人（うち、県内への転出１，３２９人、県外への転出１，１６

７人、その他７人）であり、全体として１６６人の転出超過となって

います。全国的にも都市部への転出超過により人口減少が問題となる

中において、県内他市町村（県内３０市町村のうち、転出超過となっ

た２８市町村）の結果と比較すると、転出超過による減少数(△１６

６人 県内２８市町村中１６位）、転出超過数の人口に占める割合を

示した転出超過率（△０．１７％ 県内２８市町村中２５位）とも低

い結果となっており、総人口においても県内４番目の人口数となりま

した。 

  近隣の村上市（＋３８人）、胎内市(＋４７人)、阿賀野市（＋２

３人）、聖籠町（＋３５人）に対しては転入超過である一方、新潟市

（△１２９人）、長岡市（△２１人）、東京圏（△９５人 東京都、神

奈川県、千葉県、埼玉県）といった県内外都市部に対しては転出超過

となっていることから、依然として都市部への人口流出が課題となっ

ています。 
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Ｐ１１  ② 地域間交流の促進 

 令和７年８月１日現在、新発田市内における地域おこし協力隊及び

集落支援員は１６人着任しており、市内各地域において地域おこしの

ための活動やＰＲ、イベントの企画立案など、精力的な取組を進めて

います。鳥獣害対策担当やコミュニティセンターの利用促進による地

域活性化などといった、ミッション型の協力隊員も採用し、各地域の

活性化や地域間交流等の促進に取り組んでいるところです。 

 また、任期満了後、着任地に定住する隊員も増えてきており、今後

も任期満了後の定住に向けた取組を行政、地域が一体となって進めて

いく必要があります。 

 ② 地域間交流の促進 

 令和４年４月１日現在、新発田市内における地域おこし協力隊は６

人着任しており、市内各地域において地域おこしのための活動やＰ

Ｒ、イベントの企画立案など、精力的な取組を進めています。令和４

年度からは、市内コミュニティセンターの利用促進による地域活性化

など、ミッション型の協力隊員を採用し、各地域の活性化や地域間交

流等の促進に取り組むこととしています。 

 また、任期満了後、着任地に定住する隊員も増えてきており、今後

も任期満了後の定住に向けた取組を行政、地域が一体となって進めて

いく必要があります。 

Ｐ１１  ③ 人材育成 

 人口減少や少子高齢化等が進行し、自治会・町内会等の地域組織役

員のなり手不足、地域行事や共同作業の実施が難しくなる等、地域活

力の低下が懸念されるとともに、時代の変化とともにライフスタイル

や市民ニーズが多様化し、地域課題が複雑化、深刻化、高度化してい

ます。 

 これらの課題に対応するため、平成１９年に「市民参画と協働によ

る新発田市まちづくり基本条例」を施行し、まちづくり活動に取り組

む地区組織が市内全１７地区に設立されたほか、地域活動の拠点とな

るコミュニティセンターの整備等を進めてきました。また、市民のま

ちづくり活動をサポートするため、地域おこし協力隊制度や集落支援

員制度を導入するとともに、中間支援組織「新発田市地域づくり支援

センター」を設置し、担当職員を配置しています。 

 ③ 人材育成 

 平成１９年に「市民参画と協働による新発田市まちづくり基本条

例」を施行し、まちづくり活動に取り組む地区組織が市内全１７地区

に設立されたほか、地域活動の拠点となるコミュニティセンターの整

備等を進めてきました。また、市民のまちづくり活動をサポートする

ため、地域おこし協力隊制度を導入するとともに、中間支援組織「新

発田市地域づくり支援センター」を設置し、担当職員を配置していま

す。 

 一方、人口減少や少子高齢化等が進行し、自治会・町内会等の地域

組織役員のなり手不足、地域行事や共同作業の実施が難しくなる等、

地域活力の低下が懸念されるとともに、時代の変化とともにライフス

タイルや市民ニーズが多様化し、地域課題が複雑化、深刻化、高度化

しています。 
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Ｐ１２ （２）その対策 

 ① 移住・定住 

 市外からの転入や若い世代の定住を促進するため、首都圏での移住

相談会や、移住定住ガイドブックの発行、転入者の声を集めた情報発

信により新発田の暮らしをＰＲするとともに、住宅取得補助金や空き

家をはじめとする中古住宅のリフォーム支援など転入者に対する支

援策を充実させることにより、移住・定住を推進します。 

 併せて、胎内市・聖籠町との定住自立圏連携事業であるライフデザ

イン・結婚支援事業により、市民等の出会いの場の創出と婚活を支援

するとともに、中高生に対するライフデザイン講座を通じて、若い世

代が結婚、出産を含む自らの将来について考える機会を創出します。 

（２）その対策 

 ① 移住・定住 

 市外からの転入や若い世代の定住を促進するため、お試し移住体験

やワーケーションなどの取組を通じ、新発田の暮らしを PR する他、

転入者に対する支援策を充実させます。また、住宅取得補助金や空き

家をはじめとする中古住宅のリフォーム支援などにより、様々な世

代、経済等の事情に応じた移住・定住施策を展開します。 

 併せて、胎内市・聖籠町との定住自立圏連携事業である婚活支援事

業により、市民等の婚活を支援します。 

Ｐ１２  ② 地域間交流の促進 

 引き続き、地域おこし協力隊や集落支援員として有望な人材を配置

し、地域活力の維持・強化を図るとともに、ミッション型協力隊員の

採用により、地域活性化や地域間交流の促進に資する取組を実施しま

す。併せて、任期満了後の定住に結び付けるため、協力隊員等へのサ

ポートを実施します。また、各地域のキーパーソンや民間団体の発掘、

連携を図り、地域資源や地域内外との人的ネットワークをいかした取

組を進め、地域間の交流を深めます。 

 ② 地域間交流の促進 

 引き続き、地域おこし協力隊として有望な人材を配置し、地域活力

の維持・強化を図るとともに、ミッション型協力隊員の採用により、

地域活性化や地域間交流の促進に資する取組を実施します。併せて、

任期満了後の定住に結び付けるため、協力隊員へのサポートを実施し

ます。また、各地域のキーパーソンや民間団体の発掘、連携を図り、

地域資源や地域内外との人的ネットワークを活かした取組を進め、地

域間の交流を深めます。 

Ｐ１２  ③ 人材育成 

 多様化する市民ニーズや複雑化する地域課題に対応するため、自治

会・町内会等の取組に対する支援により、市民の主体的なまちづくり

活動を推進することで、組織としての機能強化等を図るとともに、

様々な地域課題に対し、地域おこし協力隊や集落支援員の設置を通じ

 ③ 人材育成 

 多様化する市民ニーズや複雑化する地域課題に対応するため、自治

会・町内会等の取組に対する支援により、市民の主体的なまちづくり

活動を推進することで、組織としての機能強化等を図るとともに、

様々な地域課題に対し、集落支援員の設置を通じて行政と市民の協働
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て行政と市民の協働による地域課題の解決に取り組みます。 

 また、地域活動の場としてコミュニティセンターを適切に維持・活

用し、市民活動を支援します。 

による地域課題の解決に取り組みます。 

 また、地域活動の場としてコミュニティセンターを適切に維持・活

用し、市民活動を支援します。 

Ｐ１２～ 

Ｐ１４ 

（３）計画 

事業計画（令和８年度～１２年度） 

 

（３）計画 

事業計画（令和４年度～７年度） 
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- 20 - 

 

  

Ｐ１４ （４）公共施設等総合管理計画等との整合 

 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成における公共施設等につ

いては、個々の施設等の状況及び利用状況などを十分に踏まえ、「新

発田市公共施設等総合管理計画」に定める基本方針に沿った公共施設

等の更新・統廃合・長寿命化などを計画的に推進します。 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成における公共施設等につ

いては、個々の施設等の状況及び利用状況などを十分に踏まえ、「新

発田市公共施設等総合管理計画」に定める基本方針に沿った公共施設

等の更新・統廃合・長寿命化などを計画的に推進していきます。 
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第３章 産業の振興 

新計画の頁 新計画（R8～12） 現計画（R4～7） 

Ｐ１５ （１）現況と問題点 

 ① 農業 

 高齢化や後継者不足により、農業従事者は減少しており、地域産業

を担う優れた農業者の確保・育成のため、農地の流動化や農業者の組

織化、法人化に取り組んでいます。農作業の効率化や生産コスト低減

に向け、農業経営者や法人の育成、新規就農者の確保に一層取り組む

必要があります。 

 市の特産品であるアスパラガスや越後姫、新発田牛をはじめとした

主要品目の生産拡大支援や首都圏への販売促進、高品質米や有機米の

ＰＲ及び米を中心とした輸出拡大に努めており、農業所得向上に向け

た経営複合化や商工業及び観光業と連携した新たな販路開拓・販売促

進に努めることが求められています。 

 安心・安全な農産物の生産を推進するために、良質な堆肥により農

地づくり、用水事業やほ場整備事業等農業環境の整備に取り組むほか、

中山間地域での鳥獣被害対策、薬草栽培を通じた耕作放棄地対策を実

施しています。より良い農業環境整備のため、施設の維持管理や各種

支援制度について、土地改良区等の関係機関・団体との調整・連携の

ほか、耕作放棄地対策として取り組む薬草栽培等について、生産流通

の確立、農業者への普及が必要です。 

 

 ② 林業 

 （略） 

（１）現況と問題点 

 ① 農業 

 高齢化や後継者不足により、農業従事者は減少しており、地域産業

を担う優れた農業者の確保・育成のため、農地の流動化や農業者の組

織化、法人化に取り組んでいます。農作業の効率化や生産コスト低減

に向け、農業経営者や法人の育成、新規就農者の確保に一層取り組む

必要があります。 

 市の特産であるアスパラガスや越後姫をはじめとした主要品目の生

産拡大支援や首都圏への販売促進、高品質米や有機米の PR や米を中

心とした輸出拡大に努めており、農業所得向上に向けた経営複合化や

商工業、観光業と連携した新たな販路開拓・販売促進に努めることが

求められています。 

 安心・安全な農産物の生産を推進するために、良質な堆肥による農

地づくり、用水事業やほ場整備事業等農業環境の整備に取り組むほか、

中山間地域での鳥獣被害対策、薬草栽培を通じた耕作放棄地対策を実

施しています。より良い農業環境整備のため、施設の維持管理や各種

支援制度について、土地改良区等の関係機関・団体との調整・連携の

ほか、耕作放棄地対策として取り組む薬草栽培等について、生産流通

の確立、農業者への普及が必要です。 

 

 ② 林業 

 （略） 
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 ③ 水産業 

 （略） 

 ③ 水産業 

 （略） 

Ｐ１５  ④ 商工業 

 地域経済を支える中小・小規模企業の事業者数が減少傾向にありま

す。これら中小・小規模企業への適切な支援を行うことが必要である

ため、市制度融資等による経営支援とともに、起業・創業を目指す方

のサポート体制の整備が必要となります。 

 また、新発田の魅力ある商品・農産物等の物産品を市内外にＰＲす

るため、新商品開発・既存商品改良、販促活動等が必要です。 

④ 商工業 

 地域経済を支える中小・小規模企業の事業者数が減少傾向にありま

す。これら中小・小規模企業への適切な支援を行うことが必要である

ため、市制度融資の改善とともに、起業・創業を目指す方のサポート

体制の整備が必要となります。 

 新発田の魅力ある商品・農産物等の物産を市内外にＰＲするため、

新商品開発・既存商品改良、販促活動等の促進が必要です。 

Ｐ１６  ⑤ 観光 

 コロナ禍を経て、旅行のトレンドは、個人や少人数のスタイルが顕

著になりました。これにより、週末や休日に需要が集中することで、

当市の観光プラットフォームである月岡温泉では、平日の稼働率が課

題となっています。 

 このことから、多様化する観光客のニーズを的確に捉え、観光地の

一層の魅力向上を図るため、観光資源の磨き上げや体験型旅行の造成

など、観光コンテンツの充実を図り、インバウンド需要の取り込みや

教育旅行の誘致に取り組む必要があります。 

 ⑤ 観光 

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、観光を取り巻く環境

は大きく変化し、旅行のキャンセルや予約控え、外出自粛の影響によ

り観光需要は大きく落ち込み、依然として厳しい状況が続いています。

元々、旅行形態が団体から個人へシフトする流れの中で、従来の観光

バスで観光地を回る旅行者は著しく減少していたことから、コロナ禍

以前の状況に戻るのは大変難しい状況であると言えます。 

 これらの状況を踏まえ、新発田市観光振興基本計画において、新発

田ＤＭＯを中心とした稼げる観光地づくりとしての取組方針や方向性

を示しており、アフターコロナを見据えた取組を進める必要がありま

す。 
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Ｐ１６～ 

Ｐ１７ 

（２）その対策 

 ①農業 

 （略） 

 

 ②林業 

 （略） 

 

 ③水産業 

 （略） 

 

 ④商工業 

 働きやすい環境整備への支援、制度融資等による金融面からの支援、

賑わい創出のための支援、商品ＰＲや新商品開発、販促活動支援によ

り、中小・小規模企業の経営を様々な面から支援します。また、従来

行ってきた工業団地への企業誘致や新規創業者の支援等により、新た

な雇用の創出に取り組みます。  

（２）その対策 

 ①農業 

 （略） 

 

 ②林業 

 （略） 

 

 ③水産業 

 （略） 

 

 ④商工業 

 働きやすい環境整備への支援、制度融資等による金融面からの支援、

賑わい創出や魅力的な商業空間形成のための支援、商品 PR や新商品開

発、販促活動支援により、中小・小規模企業の経営を様々な面から支

援します。また、従来行ってきた工業団地への企業誘致や新規創業者

の支援等により、新たな雇用の創出に取り組みます。  

Ｐ１７ ⑤ 観光 

 地域の魅力や地域資源をいかした観光振興を図るため、桜の名所で

ある大峰山や桜公園のＰＲ、登山道や施設等の適切な維持管理を行い

ます。 

 また、当市の観光の北の玄関口と位置づける「道の駅加治川」を拠

点に、効果的な情報発信や農産物等の特産品の販売などを通じて、賑

わい創出や市内回遊を促進します。 

 さらに、当市が取り組む「食の循環によるまちづくり」の拠点とな

⑤ 観光 

 過疎地域の個性、魅力を活用した観光振興策として、桜の名所であ

る大峰山・桜公園の山岳施設等の適切な維持管理を行い、さらなる誘

客促進に努めるとともに、当市の観光における玄関口として位置付け

ている道の駅加治川の施設整備・維持管理を行い、農産物等特産の販

売・情報発信を行うことで、賑わいの創出、交流人口の拡大を図りま

す。 また、観光分野における地域おこし協力隊員の積極的活用、DMO

活動やトップセールスなどによる誘客促進事業を実施し、観光振興に
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る有機資源センターを活用したスタディツーリズムによる関係人口や

交流人口の拡大、地域おこし協力隊の積極的な活用、トップセールス

やＤＭＯ活動による誘客促進等により、産業振興を図ります。 

繋げます。 

Ｐ１７～ 

Ｐ２３ 

（３）計画 

事業計画（令和８年度～１２年度） 

 

（３）計画 

事業計画（令和４年度～７年度） 
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- 27 - 
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Ｐ２４ （４）産業振興促進事項 

①産業振興促進区域及び振興すべき業種 

 

②当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 

（略） 

（４）産業振興促進事項 

①産業振興促進区域及び振興すべき業種 

 

②当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 

（略） 

Ｐ２４ （５）公共施設等総合管理計画等との整合 

 産業の振興における公共施設等については、個々の施設等の状況及

び利用状況などを十分に踏まえ、「新発田市公共施設等総合管理計画」

に定める基本方針に沿った公共施設等の更新・統廃合・長寿命化など

を計画的に推進します。 

（５）公共施設等総合管理計画等との整合 

 産業の振興における公共施設等については、個々の施設等の状況及

び利用状況などを十分に踏まえ、「新発田市公共施設等総合管理計画」

に定める基本方針に沿った公共施設等の更新・統廃合・長寿命化など

を計画的に推進していきます。 
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第４章 地域における情報化 

新計画の頁 新計画（R8～12） 現計画（R4～7） 

Ｐ２５ （１）現況と問題点 

 当市では、市内全域での光回線によるブロードバンド基盤の整備が

平成２７年度に完了しました。 

現在の生活は、自宅等の屋内でインターネットを利用するだけでな

く、スマートフォンの普及やＩｏＴデバイスの増加、モバイルワーク

などの普及によって、屋外でもインターネットを利用するスタイルへ

変化し、従来の固定系ブロード基盤だけでなく、５Ｇなどの移動通信

システムも日常生活に不可欠な重要なインフラとなっています。 

 今後も地域サービスの質を維持していくためには、通信事業者が推

進する次世代情報ネットワーク基盤整備の促進や、行政手続のオンラ

イン化を進める必要があります。 

（１）現況と問題点 

 当市では、市内全域での光回線整備が平成２７（２０１５）年度に

完了し、市内全域での光回線による超高速ブロードバンドの接続が可

能となりました。また、平成３０年度市民意識アンケート調査によれ

ば、当市のインターネット機器別利用状況では、スマートフォン（３

６．０％）、タブレット（７．３％）、携帯電話等（６．７％）と、お

よそ半数が外出先等でインターネットの利用が可能な機器を使用して

いることからも、日々進歩する情報通信技術への対応により、引き続

き情報通信による市民の利便性向上や多様化する市民ニーズへの対応

を進める必要があります。情報ネットワーク基盤の整備等により、市

民の情報通信に関する利便性を向上させていく必要があります。 

Ｐ２５ （２）その対策 

市民の情報通信に関する利便性を向上させるため、情報ネットワーク

基盤の調査、通信事業者への整備要求、整備支援を行うとともに、行

政手続をオンラインで完結できるように電子申請を拡充するなど、行

政サービスの向上に取り組みます。 

（２）その対策 

 市民の情報通信に関する利便性を向上させるため、公衆無線ＬＡＮ

の整備を行うとともに、情報ネットワーク基盤の調査、通信事業者へ

の整備要求、整備支援を行います。 

Ｐ２５ （３）計画 

事業計画（令和８年度～１２年度） 

（３）計画 

事業計画（令和４年度～７年度） 
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Ｐ２５ （４）公共施設等総合管理計画等との整合 

地域における情報化については、個々の施設等の状況及び利用状況な

どを十分に踏まえ、「新発田市公共施設等総合管理計画」に定める基本

方針に沿った公共施設等の更新・統廃合・長寿命化などを計画的に推

進します。 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

地域における情報化については、個々の施設等の状況及び利用状況な

どを十分に踏まえ、「新発田市公共施設等総合管理計画」に定める基本

方針に沿った公共施設等の更新・統廃合・長寿命化などを計画的に推

進していきます。 
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第５章 交通施設の整備、交通手段の確保 

新計画の頁 新計画（R8～12） 現計画（R4～7） 

Ｐ２６ （１）現況と問題点 

 ① 交通施設 

 新発田市内の道路整備状況については、都市計画道路においては３

８路線（８２．１６ｋｍ)が都市計画決定され、完成率は８３．４％と、

県全体（５５．２％）と比較しても高い水準となっています。主要な

国道及び県道・市道からなる「２環状８放射」を基本に骨格道路網の

形成を図り、各地区や近隣市町間のアクセス向上を進めています。 

 加治川地域においては、地域の骨格となる国道７号が市中心部と胎

内市を結ぶほか、県道紫雲寺菅谷線が集落間を結ぶ地域の幹線道路と

して利用されています。これらの幹線道路とともに、地域住民の生活

に欠かせない市道についても計画的な整備、改修を行っていく必要が

あります。 

 橋りょうについては、当市が管理する８７２橋（令和６年度時点）

のうち、架設年が判明している２４４橋では、１９６０から９０年代

までに建設した橋りょうが多く、５０年以上経過した高齢化橋りょう

は９５橋あり、その割合は３９％となっています。（加治川地域におい

ては、１００橋あるうち５０年以上経過した高齢化橋りょうは１橋） 

 新設・架け替えは財政への負担が大きいことから、定期的な点検、

適切な補修等を行い、管理コストの縮減を図りながら長寿命化を行う

必要があります。 

（１）現況と問題点 

 ① 交通施設 

 新発田市内の道路整備状況については、都市計画道路においては３

７路線（８４.６８㎞)が都市計画決定され、完成率は７９．４％と、

県全体（５３．９％）と比較しても高い水準となっています。主要な

国道及び県道・市道からなる「２環状８放射」を基本に骨格道路網の

形成を図り、各地区や近隣市町間のアクセス向上を進めています。 

 加治川地域においては、地域の骨格となる国道７号が市中心部と胎

内市を結ぶほか、県道紫雲寺菅谷線や広域農道が集落間を結ぶ地域の

幹線道路として利用されています。これらの幹線道路とともに、地域

住民の生活に欠かせない市道についても計画的な整備、維持修繕を行

っていく必要があります。 

 新発田市内の橋りょうについては、当市が管理する８５７橋（平成

２８年度時点）のうち、架設年が判明している１９８橋では、１９６

０から９０年代までに建設した橋りょうが多く、５０年以上経過した

高齢化橋りょうの割合は３１％となっています。新設・架け替えは財

政への負担が大きいことから、定期的な点検、適切な補修等を行い、

管理コストの縮減を図りながら長寿命化を行う必要があります。 
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Ｐ２６  ② 交通手段 

 加治川地域には、地域内をＪＲ羽越本線が通っており、金塚駅と加

治駅が利用されています。また、地域住民の移動を支援するために、

全ての集落を網羅する予約制のワゴン車両によるコミュニティバスの

運行を新たに開始しました。しかしながら、現在のところ利用者数が

伸び悩んでおり、運行が地域住民の生活に十分定着しているとはいえ

ないことから、引き続き、より効果的な運行方法を模索しながら、住

民のニーズに応えたサービスの提供を目指す必要があります。 

 ② 交通手段 

 加治川地域においては、地域内に JR 羽越本線がとおり、金塚駅と加

治駅が利用されています。その一方で、バスの運行は一部地域のみと

なっており、特に駅から離れた集落の住民の移動手段確保が課題とな

っています。 

Ｐ２６ （２）その対策 

 ① 交通施設 

 市民の利便性・安全性を向上するため、市道の新設・拡幅・舗装・

改築等を行うとともに、道路・橋りょうの修繕等を含めた長寿命化を

推進します。また、街灯、標識等交通安全施設の新設・更新と消雪・

融雪施設の更新等を進め、道路の安全確保を図ります。 

（２）その対策 

 ① 交通施設 

 市民の利便性・安全性を向上するため、市道の新設・拡幅・舗装・

改築等を行うとともに、道路・橋りょうの修繕等を含めた長寿命化を

推進します。また、街灯、標識等交通安全施設、消雪・融雪施設の新

設・更新等により、道路の安全確保を図ります。  

Ｐ２６ ② 交通手段 

 住民ニーズの把握、周知活動の強化、地域との連携や運行体制の効

率化などを通じて、地域住民の利便性向上と公共交通の維持を目指し

ます。 

② 交通手段 

 一部地域のみの運行となっている加治川地域に、コミュニティバス

等の運行を進め、公共交通空白域の解消を目指します。 

Ｐ２７～ 

Ｐ２８ 

（３）計画 

事業計画（令和８年度～１２年度） 

 

 

 

 

（３）計画 

事業計画（令和４年度～７年度） 

 

 

 

 



 

- 38 - 

 

 

 

 

 



 

- 39 - 

 

 

 

Ｐ２８ （４）公共施設等総合管理計画等との整合 

交通施設の整備、交通手段の確保については、個々の施設等の状況

及び利用状況などを十分に踏まえ、「新発田市公共施設等総合管理計

画」に定める基本方針に沿った公共施設等の更新・統廃合・長寿命化

などを計画的に推進します。 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

 交通施設の整備、交通手段の確保については、個々の施設等の状況

及び利用状況などを十分に踏まえ、「新発田市公共施設等総合管理計

画」に定める基本方針に沿った公共施設等の更新・統廃合・長寿命化

などを計画的に推進していきます。 
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第６章 生活環境の整備 

新計画の頁 新計画（R8～12） 現計画（R4～7） 

Ｐ２９ （１）現況と問題点 

 ① 水道施設 

 新発田市水道事業アセットマネジメントや新発田市水道ビジョンを

策定したほか、令和６年度には新発田市水道事業経営戦略の改定を行

い、各計画に基づく施設更新を進め、水道水の安定供給や事業の安定

経営に努めています。しかし、上水道の管路の耐震化率は２９.４９％

（令和５年度現在）と低い状況であるため、古い鋳鉄管や基幹管路に

重点を置き、耐震管への更新を行っています。 

 今後も安全な水を供給するためには、浄水場などの老朽化した施設

の更新が必要であり、また、地震等災害時にも水道水の安定供給が可

能となるよう、加治川地域を含む市内全域において、配水管などの耐

震化率向上、災害対応設備の整備など、水道事業の強靭化が必要とな

ります。 

（１）現況と問題点 

 ① 水道施設 

 新発田市水道事業アセットマネジメントや新発田市水道事業経営戦

略を策定したほか、令和元年度には新発田市水道ビジョンの中間見直

し等を行い、各計画に基づく施設更新を進め、水道水の安定供給や事

業の安定経営に努めていますが、上水道の管路の耐震化率は２６％（令

和元年度現在）と低い状態であり、古い鋳鉄管や基幹管路に重点を置

き、耐震管への更新に努めています。 

 今後も安全な水を供給するためには、浄水場などの老朽化した施設

の更新が必要であり、また、地震等災害時にも水道水の安定供給が可

能となるよう、配水管などの耐震化率向上、災害対応設備の整備など、

水道事業の強靭化が必要となります。 

Ｐ２９  ② 下水処理施設 

 国から示された整備方針に基づき、下水道管路整備を進めてきまし

た。しかし、令和６年度末時点における公共下水道普及率は７２．５％

であり、接続率は６６．１％と県内自治体に比べて低いため、接続率

の向上に取り組むとともに、災害時にも安定して使用できる下水道整

備、耐震化等の計画的な施設更新が必要となります。 

 ② 下水処理施設 

 国から示された整備方針に基づき、下水道管路整備を進めてきまし

た。しかし、公共下水道普及率や接続率は県内自治体に比べて低いた

め、接続率の向上に取り組むとともに、災害時にも安定して使用でき

る下水道整備、耐震化等の計画的な施設更新が必要となります。 
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Ｐ２９  ③ 消防・防災 

 消防については、火災発生時には消防本部と消防団が連携し、迅速

かつ的確な消火活動に努めています。また、消防団では団員の資質向

上、装備の充実を図るとともに、消防団無線やメールの活用による迅

速な初期消火体制の強化を図っていますが、団員の減少などにより平

日昼間の災害に対応出来なくなることが懸念されています。担い手確

保に努めるとともに、迅速な初期消火活動ができるよう、配備する資

器材や装備品の計画的な更新が必要になります。 

 防災については、地域での自主防災組織の組織率向上や活動強化の

働きかけを行うとともに、ハザードマップの配布やエリアメール・新

発田あんしんメール・市公式ＬＩＮＥの配信、ＦＭ放送による防災情

報の即時適切な提供、緊急ＦＭラジオの貸与といった災害に備えた迅

速な情報伝達手段の利用促進に努めるなど、大規模災害発生時等に備

えた取組を進めています。突発的な災害には市民・地域主体の防災対

策も必要となることから、今後も市民意識の醸成とともに、市民を災

害から守る施設等の整備・維持を適切に行っていく必要があります。 

 ③ 消防・防災 

 消防については、火災発生時には消防本部と消防団が連携し、迅速

かつ的確な消火活動に努めています。また、消防団では団員の資質向

上、装備の充実を図るとともに、消防団無線やメールの活用による迅

速な初期消火体制の強化を図っていますが、団員の減少などにより平

日昼間の災害に対応出来なくなることが懸念されています。担い手確

保に努めるとともに、迅速な初期消火活動ができるよう、配備する資

器材や装備品の計画的な更新が必要になります。 

 防災については、地域での自主防災組織の組織率向上や活動強化の

働きかけを行うとともに、ハザードマップの配布やエリアメール・新

発田あんしんメールの配信、ＦＭ放送による防災情報の即時適切な提

供、緊急ＦＭラジオの貸与といった災害に備えた迅速な情報伝達手段

の利用促進に努めるなど、大規模災害発生時等に備えた取組を進めて

います。突発的な災害には市民・地域主体の防災対策も必要となるこ

とから、今後も市民意識の醸成とともに、市民を災害から守る施設等

の整備・維持を適切に行っていく必要があります。 

Ｐ３０  ④ 生活・環境 

 市民の快適な生活環境を確保するために、地域で行う道路側溝の清

掃作業へ支援を行うなど様々な取組を進めていますが、高齢化等を理

由に支援を要望する地区が増加傾向にあります。 

 また、市民の憩いの場となっている公園については、公園施設長寿

命化計画に基づく遊具等の計画的な更新を行っています。各公園では

特徴をいかした賑わいの創出が求められるとともに、公園施設の安全

で適正な維持管理が必要となります。 

 ④ 生活・環境 

 市民の快適な生活環境を確保するために、様々な取組を進めていま

す。身近な取組として、自治会等で取り組む道路側溝の清掃作業につ

いて、自主的な対応が困難な団体の外部委託経費に対し、補助金交付

等の支援を実施していますが、高齢化等を理由に支援を要望する地区

が増加傾向にあります。 

 また、環境負荷の軽減を図るため、一般廃棄物の分別と減量化に取

り組み、特に家庭生ごみについては、有機資源センターにおいて堆肥
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 環境負荷の軽減を図るため、一般廃棄物の分別と減量化に取り組み、

特に家庭生ごみについては、有機資源センターにおいて堆肥化し、農

作物栽培等に役立てるなど、市民の地球環境問題への理解と関心を深

める取組を行っていますが、近年ではごみ排出量は下げ止まりの状態

となっており、さらなる啓発を進めていく必要があります。 

 有害鳥獣による農作物被害では、イノシシによる被害が増加傾向に

あるものの、電気柵の設置などにより、ニホンザルによる被害は減少

傾向にあります。また、近年では、熊の市街地への出没が増加し、人

身被害も発生しており、被害を未然に防ぐ対策が求められていますが、

有害鳥獣駆除の主体となる猟友会員の高齢化が進んでいることから、

後継者育成が急務となっています。 

化し、農作物栽培等に役立てるなど、市民の地球環境問題への理解と

関心を深める取組を行っていますが、近年ではごみ排出量は下げ止ま

りの状態となっており、さらなる啓発を進めていく必要があります。 

 有害鳥獣による農作物被害では、イノシシによる被害が増加傾向に

あるものの、電気柵の設置などにより、ニホンザルによる被害は減少

傾向にあります。しかし、有害鳥獣駆除の主体となる猟友会員の高齢

化が進み、後継者育成が急務となっています。 

 市民の憩いの場となっている市内の公園については、公園施設長寿

命化計画に基づく遊具等の計画的な更新を行っています。各公園では

特徴を活かした賑わいの創出が求められるとともに、公園施設の安全

で適正な維持管理が必要となります。 

Ｐ３０ （２）その対策 

 ① 水道施設 

 送水管及び導水管の耐震化入替工事を実施します。また、老朽化し

た浄水場の更新、浄水設備の入替等を計画的に行い、加治川地区を含

む市内全域において水道水の安定供給に努めます。 

（２）その対策 

 ① 水道施設 

 浄水場の耐震化工事に合わせ、送水管の耐震化入替工事を実施しま

す。また、老朽化した浄水場の更新、浄水設備の入替等を計画的に行

い、水道水の安定供給に努めます。 

Ｐ３０  ② 下水処理施設 

 公共下水道普及率や接続率の向上に向け、未普及地区への下水道整

備や、戸別訪問による接続促進等を行います。併せて、老朽管や処理

場の設備機器等更新を計画的に行います。 

 ② 下水処理施設 

 公共下水道普及率や接続率の向上に向け、未普及地区への下水道整

備を行います。併せて、老朽管や処理場の設備機器等更新を計画的に

行います。 

Ｐ３０  ③ 消防・防災 

 消防力強化のために消防施設や資器材の新設・更新・修繕を行うと

ともに、消防団員の資質向上、非常時の情報伝達媒体の強化・複線化、

排水機場等施設整備により、災害から市民を守る取組を進めます。併

 ③ 消防・防災 

 消防力強化のために消防施設や資器材の新設・更新・修繕を行うと

ともに、消防団員の資質向上、非常時の情報伝達媒体の強化・複線化、

排水機場等施設整備により、災害から市民を守る取組を進めます。併
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せて、市民・地域に対しても防災意識の醸成、地域防災力の向上に資

する取組により、自助、共助、公助による防災の取組を進めます。 

 また、近年の気象状況等によって発生する様々な災害に対応するた

め、新発田市地域防災計画に基づき、平常時における災害予防活動や、

災害発生時における応急対策及び復旧・復興活動に取り組みます。 

せて、市民・地域に対しても防災意識の醸成、地域防災力の向上に資

する取組により、自助、共助、公助による防災の取組を進めます。 

Ｐ３１  ④ 生活・環境 

 市民の快適な生活環境を確保するため、地域で行う側溝清掃の支援

を行います。公園施設については、遊具等の計画的な更新、地域と連

携した公園等の維持管理を進めます。 

 また、さらなるごみ排出量抑制に向け、加治川地域を含む市全域に

おいて啓発活動の実施、プラスチックごみの分別収集及び加治川地域

等にある有機資源センターでの食品残渣の堆肥化を推進します。 

 人的被害や、毎年の農作物被害が発生する鳥獣害については、有害

鳥獣による被害防止対策に取り組む団体を支援することで後継者育成

につなげるとともに、ニホンザルなど特定鳥獣の計画的な管理を行い

ます。さらに河川沿いにおけるやぶの刈り払いといった緩衝帯の整備

や市内小中学校におけるクマ対策の出前授業など、クマによる人身被

害を防ぐための対策を継続していくことで、人と野生動物の共生を図

ります。 

 ④ 生活・環境 

 市民の快適な生活環境を確保するため、地域で行う側溝清掃の支援

を行います。また、家庭生ごみの排出削減に向けた有機資源センター

での堆肥化を推進します。 

 毎年農作物や人的被害が続く鳥獣害については、有害鳥獣による被

害防止対策に取り組む団体を支援するとともに、ニホンザルなど特定

鳥獣の計画的な管理を行い、人と野生動物の共生を図ります。 

 公園施設については、遊具等の計画的な更新、地域と連携した公園

等の維持管理を進めます。 

Ｐ３１～ 

Ｐ３４ 

（３）計画 

事業計画（令和８年度～１２年度） 

 

 

 

（３）計画 

事業計画（令和４年度～７年度） 
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Ｐ３４ （４）公共施設等総合管理計画等との整合 

 生活環境の確保については、個々の施設等の状況及び利用状況など

を十分に踏まえ、「新発田市公共施設等総合管理計画」に定める基本方

針に沿った公共施設等の更新・統廃合・長寿命化などを計画的に推進

します。 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

 生活環境の確保については、個々の施設等の状況及び利用状況など

を十分に踏まえ、「新発田市公共施設等総合管理計画」に定める基本方

針に沿った公共施設等の更新・統廃合・長寿命化などを計画的に推進

していきます。 
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第７章 子育て環境の確保、高齢者等の保健・福祉の向上及び増進 

新計画の頁 新計画（R8～12） 現計画（R4～7） 

Ｐ３５ （１）現況と問題点 

 ① 児童福祉・子育て 

 全国的に少子化が進行する中で、当市の令和６年の合計特殊出生率

は１．１６と、県平均の１.１４を上回っているものの、年々低下傾向

にあります。 

 合計特殊出生率の低下に歯止めをかけ、回復を目指すためには、核

家族化やライフスタイル及び就労形態の変化といった社会的要因によ

り多様化する保育ニーズを捉えた取組が不可欠であり、入園児の低年

齢化や延長保育・病児保育などのニーズにも対応できるサービスの充

実が求められています。 

 このことを踏まえ、当市では、子育て世代の多様なニーズに応じた

保育サービスの充実に向け、ハード面では保育施設の計画的な整備を

進めており、加治川地域においても、令和７年度に大峰保育園の建て

替え工事を実施しました。また、ソフト面においては、１歳児以上の

保育無償化をはじめとする経済的支援に加え、「新発田版ネウボラ（か

かりつけ保健師制度）」による妊娠から就学までの切れ目のない相談体

制の整備に取り組むとともに、近年では、ＡＩチャットボットや子育

て支援アプリといったデジタル技術の活用も進め、出産・育児に伴う

不安や経済的負担の解消に向けた取組を推進しています。 

 加えて、就学後に放課後児童クラブを利用する児童は、市街地を中

心に年々増加しています。加治川地域においても同様に利用者数は増

加しており、令和６年度には加治川児童クラブを加治川小学校の敷地

（１）現況と問題点 

 ① 児童福祉・子育て 

 全国的に少子化が進行する中で、当市の出生率も低下傾向にあり、

平成２９年の合計特殊出生率は１．３８と、県平均の１.４１を下回っ

ています。核家族化やライフスタイルの変化といった社会的要因によ

り多様化する保育ニーズに対応するため、需要に見合った保育施設の

整備を進めるとともに、妊娠期から就学前までの子育てを安心して行

えるよう、新発田版ネウボラなどの相談体制を充実させ、切れ目ない

支援に努めています。一方、保護者の就労形態の多様化により、入園

児の低年齢化や延長保育・病児保育の利用意向などニーズに対応でき

るサービスの充実が求められています。また、出産や育児に伴う不安

や経済的負担の解消に努め、幼児期からから就学期における一貫した

発達支援・相談支援体制の充実が必要です。 

 また、放課後児童クラブの利用者が年々増加しており、今後も利用

者の増加傾向が予想されることから、施設整備や指導員の確保が求め

られています。 
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内に移転・新築しました。今後も利用者数の増加傾向が予想されるこ

とから、引き続き、児童や保護者にとって安全・安心な居場所を提供

するために、施設整備に加え、支援員の確保や資質の向上が求められ

ています。 

 

 ② 高齢者福祉 

 （略） 

 

 

 

 

 

 ② 高齢者福祉 

 （略） 

Ｐ３５～ 

Ｐ３６ 

 ③ 障がい者福祉 

 本市における障がい福祉サービスの利用者数は増加傾向にあるとと

もに、相談内容等も複雑化しています。 

 また、障がい福祉サービスを提供する事業所は市全域でみれば増加

していますが、地域に偏りがあることから、加治川地域を含む周辺地

域においても円滑にサービスが利用できるように体制を整えていく必

要があります。 

（追加） 

Ｐ３６  ④ 健康づくり 

 令和６年３月に「健康長寿アクティブプラン」を改定し、赤ちゃん

から高齢者まで地域でいきいきと暮らし続ける「健康長寿のまち し

ばた」を合言葉に、健康づくりに対する分野横断的な活動に取り組ん

でいます。しかし、一方では、生活習慣に起因する悪性新生物、心疾

患、脳血管疾患が死因の上位を占め、脳血管疾患、自殺の死亡率が全

国よりも高くなっています。このことから、市民一人ひとりが主体的

に健康づくりに取り組むため、「食」「医療」「運動」「社会参加」の４

つの部分において関係団体や民間と連携し、「オールしばた」の体制で

健康長寿に向けた取組を進めていくことが必要です。 

 ③ 健康づくり 

 令和２年３月に「健康長寿アクティブプラン」を策定し、赤ちゃん

から高齢者まで地域でいきいきと暮らし続ける「健康長寿のまち し

ばた」を合言葉に、健康づくりに対する分野横断的な活動に取り組ん

でいます。しかし、一方では、生活習慣に起因する悪性新生物、心疾

患、脳血管疾患が死因の上位を占め、脳血管疾患、自殺の死亡率が全

国より高くなっています。このことから、市民一人ひとりが主体的に

健康づくりに取り組むため、「食」「医療」「運動」「社会参加」の４つ

の部分において関係団体や民間と連携し、「オールしばた」の体制で健

康長寿に向けた取組を進めていくことが必要です。 
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Ｐ３６ （２）その対策 

 ① 児童福祉・子育て 

 子どもたちの安全・安心な保育環境を維持するため、更新した大峰

保育園をはじめ、施設・設備の点検・修繕等を行うとともに、円滑な

管理運営に向け、適切な職員の配置、研修の実施等を行います。 

 また、子育て関連支援については、通常保育以外の保育、一時預か

りなどの保育サービス、保育料や妊産婦医療費、子ども医療費等の助

成・給付支援を行い、子どもを産み、育てやすい環境整備を行います。 

 加えて、放課後児童クラブについては、利用者数に応じた支援員を

配置するとともに、更新した加治川児童クラブを適切に維持管理し、

引き続き、児童の安全・安心な居場所づくりに取り組みます。 

 

② 高齢者福祉 

 （略） 

（２）その対策 

 ① 児童福祉・子育て 

 子どもたちの安全・安心な保育環境を維持するため、施設・設備の

点検・修繕等を行うとともに、円滑な管理運営に向け、適切な職員の

配置、研修の実施、物品の購入等を行います。 

 子育て関連支援については、通常保育以外の保育、一時預かりなど

の保育サービス、保育料や妊産婦医療費、子ども医療費等の助成・給

付支援を行い、子どもを産み、育てやすい環境整備を行います。 

 放課後児童クラブについては老朽化した児童クラブの更新・新築、

既存施設の適切な維持管理により児童の安全・安心な生活の場を確保

します。 

 

② 高齢者福祉 

 （略） 

Ｐ３６  ③ 障がい者福祉 

 障がい者基幹相談支援センターを拠点として、日常的又は専門的な

相談に対して、個々の状況に寄り添った支援を行います。 

さらに、障がいのある人自らが望む地域で、安心して暮らし続けるた

めに、生活に必要な福祉サービスや用具の支援を実施します。 

（追加） 

Ｐ３７  ④ 健康づくり 

 幼少期からの望ましい生活習慣の確立を目指し、健康づくりに係る

普及啓発活動を行います。加えて、特定健診や訪問指導等の取組を通

じ、市民の健康づくりに対する意識醸成等に取り組みます。また、自

殺者の減少を図るため、相談事業や人材育成事業を実施します。 

 ③ 健康づくり 

 幼少期からの望ましい生活習慣の確立を目指し、健康づくりに係る

普及啓発活動を行います。加えて、特定健診や訪問指導等の取組を通

じ、市民の健康づくりに対する意識醸成等に取り組みます。また、自

殺者の減少を図るため、相談事業や人材育成事業を実施します。 
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Ｐ３７～ 

Ｐ４２ 

（３）計画 

事業計画（令和８年度～１２年度） 

 

 

（３）計画 

事業計画（令和４年度～７年度） 
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Ｐ４２ （４）公共施設等総合管理計画等との整合 

 子育て環境の確保、高齢者等の保健・福祉の向上及び増進について

は、個々の施設等の状況及び利用状況などを十分に踏まえ、「新発田市

公共施設等総合管理計画」に定める基本方針に沿った公共施設等の更

新・統廃合・長寿命化などを計画的に推進します。 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

 子育て環境の確保、高齢者等の保健・福祉の向上及び増進について

は、個々の施設等の状況及び利用状況などを十分に踏まえ、「新発田市

公共施設等総合管理計画」に定める基本方針に沿った公共施設等の更

新・統廃合・長寿命化などを計画的に推進していきます。 
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第８章 医療の確保 

新計画の頁 新計画（R8～12） 現計画（R4～7） 

Ｐ４３ （１）現況と問題点 

 本市は市域が広大であるため、市街地では高度な医療を提供する病

院や専門医による診療所が集積され、医療サービスが充実しています

が、近年は開業医が減少傾向にあることや、加治川地域を含む周辺地

域においては、病院や最寄りの医療機関までの距離が遠いなどの問題

があります。 

（１）現況と問題点 

 本市は市域が広大であるため、市街地では高度な医療を提供する病

院や専門医による診療所が集積され、医療サービスが充実しています

が、周辺地域においては、病院や最寄りの医療機関までの距離が遠い

ことに加え、路線バスの減少等による移動手段の確保の問題などがあ

ります。 

Ｐ４３ （２）その対策 

 将来にわたり、住み慣れた地域で安心して保健医療サービスが受け

られる体制の構築や、限られた医療資源の有効活用に向けて、地域の

保健医療関係者や県・他市町村等とも連携しながら、取組を進めます。

また、加治川地域を含め、市全域において地域の状況に合わせた持続

可能な医療体制を確保していくために、医療機関の相互連携による一

次、二次救急医療に対応できる体制を強化するとともに、適正受診及

び救急車の適正利用について、市民に対する周知を図ります。 

（２）その対策 

 将来にわたり、住み慣れた地域で安心して保健医療サービスが受け

られる体制の構築や、限られた医療資源の有効活用に向けて、地域の

保健医療関係者や県・他市町村等とも連携しながら、取組を進めます。

また、全ての市民が安心できる生活環境づくりに向け、医療機関の相

互連携による一次、二次救急医療に対応できる体制を強化するととも

に、適正受診及び救急車の適正利用について、市民に対する周知を図

ります。 
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Ｐ４３ （３）計画 

事業計画（令和８年度～１２年度） 

 

 

（３）計画 

事業計画（令和４年度～７年度） 
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第９章 教育の振興 

新計画の頁 新計画（R8～12） 現計画（R4～7） 

Ｐ４４ （１）現況と問題点 

 ① 学校教育 

 学校施設や環境を効率的に整備するため、令和６年度に更新した新

発田市学校施設等長寿命化計画に基づき、老朽化した学校施設等の整

備・改修、予防保全を含む施設の長寿命化、学校環境の整備に引き続

き計画的に取り組む必要があります。併せて、新発田市まちづくり総

合計画に記載のバリアフリー化、防犯対策、脱炭素化に向けた取組を

進める必要があります。また、安心・安全な学校給食を提供するため、

適切な調理場運営に努めるとともに、地域の食文化の継承や食育の充

実が求められています。 

 遠距離通学児童・生徒や、学校統廃合等により通学距離が延長した

児童・生徒を対象に、定期券支給やスクールバスによる通学支援を実

施していますが、地域や学校の実情に合った支援となるよう常に検証

が必要となります。 

 新発田市では「ひとが第一、ひとが大事 新発田の教育」をキャッ

チフレーズに掲げ、学力の向上とともに、新発田を愛し、互いに尊重

し合い、心身共に健康で安全な生活を送る態度・実践力を育成する教

育を推進しています。その中でも、市の特色ある教育として、新発田

市独自の食育プログラム「食とみどりの新発田っ子プラン」やふるさ

とへの愛着を醸成する「しばたの心継承プロジェクト」に取り組んで

います。取組に対する子どもの理解を深めるためには、学校だけでは

なく、家庭、地域とも連携を図ることが必要です。 

（１）現況と問題点 

 ① 学校教育 

 学校施設や環境を効率的に整備するため、新発田市学校施設等長寿

命化計画を策定し、普通教室へのエアコン設置、トイレの洋式化など

設備の充実に取り組んでいます。老朽化した学校施設等の整備・改修、

施設の長寿命化、学校環境の整備に計画的に取り組む必要があります。

また、安心・安全な学校給食を提供するため、適切な調理場運営に努

めるとともに、地域の食文化の継承や食育の充実が求められています。 

 遠距離通学児童(生徒)や学校統廃合等により通学距離が延長した児

童(生徒)を対象に、定期券支給やスクールバスによる通学支援を実施

していますが、地域や学校の実情に合った支援となるよう常に検証が

必要となります。 

 新発田市では「ひとが第一、ひとが大事 新発田の教育」をキャッ

チフレーズに掲げ、学力の向上とともに、新発田を愛し、互いに尊重

し合い、心身共に健康で安全な生活を送る態度・実践力を育成する教

育を推進しています。その中でも、市の特色ある教育として、新発田

市独自の食育プログラム「食とみどりの新発田っ子プラン」やふるさ

とへの愛着を醸成する「しばたの心継承プロジェクト」に取り組んで

います。取組に対する子どもの理解を深めるためには、学校だけでは

なく、家庭、地域も連携を図ることが必要です。 

 また、国のＧＩＧＡスクール構想に基づき、校内に高速大容量ネッ

トワーク環境設備を整備したことから、設備を活用し、ＩＣＴ教育を
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 また、国のＧＩＧＡスクール構想に基づき、校内に高速大容量ネッ

トワーク環境設備及び 1 人１台のタブレット端末を整備しました。Ｉ

ＣＴを一層活用し、子どもたちの学ぶ意識を高める学習環境整備を進

める必要があります。 

一層推進していく必要があります。 

Ｐ４４～ 

Ｐ４５ 

 ② 生涯学習・社会教育・スポーツ 

 生涯学習への市民のニーズが多様化していることから、事業実施後

のアンケート調査等を参考に各種教室や講座等の充実を図るととも

に、新発田の歴史や文化を学び継承する内容を組み込むことで、新発

田市への誇りや愛着の醸成に取り組んでいます。多様化した市民ニー

ズを集約し、生涯学習活動の拠点化を図り、様々な情報を提供するこ

とで、市民活動を支援することが必要です。また、公民館等の実施事

業がニーズに応じた内容かを精査し、中高生・青年層を中心とした施

設利用頻度が少ない年代の利用者を増やすための方策の検討が必要で

す。併せて、加治川地域の歴史や文化財、自然資源を積極的に事業に

取り入れ、地域外にもその良さを発信し、関係人口・交流人口の増加

に努めることが求められます。 

 老朽化の進む公共施設は公共施設等総合管理計画に基づく整理を計

画的に進め、稼働率の低い施設(部屋)については、別の目的での利活

用の検討に取り組んでいます。施設の老朽化は修繕費の増加につなが

っていることから、計画的な整備を行っていくことが必要となります。 

 また、加治川地域においても、子どものころから運動に親しむ機会

をつくり、生涯スポーツにつなげるため、市民が年代に合った健康・

体力づくりに取り組めるよう、きっかけづくりや運動する機会の充実

を図る必要があります。そのため、スポーツ・レクリエーションに関

 ② 生涯学習・社会教育・スポーツ 

 生涯学習への市民のニーズが多様化していることから、事業実施後

のアンケート調査等を参考に各種教室や講座等の充実を図るととも

に、新発田の歴史や文化を学び継承する内容を組み込むことで、新発

田市への誇りや愛着の醸成に取り組んでいます。多様化した市民ニー

ズを集約し、生涯学習活動の拠点化を図り、様々な情報を提供するこ

とで、市民活動を支援することが必要です。また、公民館等の実施事

業がニーズに応じた内容かを精査し、中高生・青年層を中心とした施

設利用頻度が少ない年代の利用者を増やすための方策の検討が必要で

す。 

 老朽化の進む公共施設は公共施設等総合管理計画に基づく整理を計

画的に進め、稼働率の低い施設(部屋)については、別の目的での利活

用の検討に取り組んでいます。施設の老朽化は修繕費の増加につなが

っていることから、計画的な整備を行っていくことが必要となります。 

 平成３０年度の「成人の週 1回以上のスポーツ実施率」は６１．７％

であり、県及び全国の平均を上回っていますが、子どものころから運

動に親しむ機会をつくり、生涯スポーツにつなげるため、市民が年代

に合った健康・体力づくりに取り組めるよう、きっかけづくりや運動

する機会の充実を図るとともに、スポーツ・レクリエーションに関わ

る指導者及び選手の育成、スポーツ推進委員や総合型地域スポーツク
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わる指導者及び選手の育成、スポーツ推進委員や総合型地域スポーツ

クラブ等のスポーツ団体との連携を強化し、運動機会の創出を図ると

ともに地域住民が気軽にスポーツ・レクリエーション活動を行えるよ

う、多様なニーズに応えられる体育施設の改修等を計画的に進めてい

く必要があります。 

ラブ等のスポーツ団体との連携強化が求められます。また、市民がス

ポーツ・レクリエーション活動をいつでも行えるように、多様なニー

ズに応えられる施設整備と機会の創出のため、体育施設の計画的な改

修等を進めていく必要があります。 

Ｐ４５ （２）その対策 

 ① 学校教育 

 子どもたちが安心して学ぶことができる学校環境を整備するため、

小中学校の施設整備、適切な維持・補修、各種設備の点検を実施する

とともに、新発田市まちづくり総合計画や新発田市学校施設等長寿命

化計画等の諸計画に基づき、老朽化した学校施設等の整備・改修、予

防保全を含む長寿命化、バリアフリー化、防犯対策、脱炭素化等を計

画的に進めます。 

 安心・安全な学校給食を提供するため、学校給食衛生管理基準に基

づき、調理場施設・設備を良好な状態に保つとともに、学校給食従事

者の衛生管理や健康管理等を徹底し、食物アレルギー対応を含めた事

故防止に努めます。 

 遠距離通学が必要となる児童・生徒の安心・安全な登下校を図るた

め、スクールバス等を運行します。 

 「しばたの心継承プロジェクト」を推進するため、「しばたの心継承

コーディネーター」の配置・研修を行うとともに、市独自の食育プラ

ン「食とみどりの新発田っ子プラン」を推進し、新発田の食や歴史等

への理解を深めます。また、ＩＣＴ教育を推進し、社会のデジタル化

に対応できる資質・能力を養います。 

（２）その対策 

 ① 学校教育 

 子どもたちが安心して学ぶことができる学校環境を整備するため、

小中学校のトイレ洋式化をはじめとした施設整備、適切な維持修繕、

補修、各種設備の点検を実施します。老朽化した学校施設等の整備・

改修、長寿命化等を計画的に進めます。 

 安心・安全な学校給食を提供するため、学校給食衛生管理基準に基

づき、調理場施設・設備を良好な状態に保つとともに、学校給食従事

者の衛生管理や健康管理等を徹底し、食物アレルギー対応を含めた事

故防止に努めます。 

 遠距離通学が必要となる児童(生徒)の安心・安全な登下校を図るた

め、スクールバス等を運行します。 

 「しばたの心継承プロジェクト」を推進するため、「しばたの心継承

コーディネーター」の配置・研修を行うとともに、市独自の食育プラ

ン「食とみどりの新発田っ子プラン」を推進し、新発田の食や歴史等

への理解を深めます。また、ＩＣＴ教育を推進し、情報化社会を担う

人材の育成に取り組みます。 



 

- 67 - 

 

Ｐ４５ ② 生涯学習・社会教育・スポーツ 

 市民の多様化したニーズを満たし、生涯学習活動の満足度を上げる

ため、趣味の交流の場や成果・学習発表の場を提供するとともに、種々

の講座を開催します。また、これら生涯学習・社会教育活動の拠点と

なる公共施設についても、適切な維持管理により良好・安全な施設環

境を維持するとともに、適切な修繕等を行います。 

 スポーツ教室等イベント開催を通じ、スポーツに触れ、楽しむ機会

の充実を図るとともに、スポーツを支える人材・団体の育成や活動支

援を行います。また、体育施設等の適切な維持管理・運営を行い、ス

ポーツに親しむ環境の充実を図ります。 

 ② 生涯学習・社会教育・スポーツ 

 市民の多様化したニーズを満たし、生涯学習活動の満足度を上げる

ため、趣味の交流の場や成果・学習発表の場を提供するとともに、種々

の講座を開催します。また、これら生涯学習・社会教育活動の拠点と

なる公共施設についても、適切な維持管理により良好・安全な施設環

境を維持するとともに、適切な修繕等を行います。 

 スポーツ教室等イベント開催を通じ、スポーツに触れ、楽しむ機会

の充実を図るとともに、スポーツを支える人材・団体の育成や活動支

援を行います。また、体育施設等の適切な維持管理・運営を行い、ス

ポーツに楽しむ環境の充実を図ります。 

Ｐ４６～ 

Ｐ５０ 

（３）計画 

事業計画（令和８年度～１２年度） 

（３）計画 

事業計画（令和４年度～７年度） 
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Ｐ５０ （４）公共施設等総合管理計画等との整合 

 教育の振興については、個々の施設等の状況及び利用状況などを十

分に踏まえ、「新発田市公共施設等総合管理計画」に定める基本方針に

沿った公共施設等の更新・統廃合・長寿命化などを計画的に推進しま

す。 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

 教育の振興については、個々の施設等の状況及び利用状況などを十

分に踏まえ、「新発田市公共施設等総合管理計画」に定める基本方針に

沿った公共施設等の更新・統廃合・長寿命化などを計画的に推進して

いきます。 
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第１０章 集落の整備 

新計画の頁 新計画（R8～12） 現計画（R4～7） 

Ｐ５１ （１）現況と問題点 

 （略） 

 

（２）その対策 

 自治会活動の活性化に資する活動拠点の整備や、市民主体のまちづ

くり活動団体の持続的な活動等を支援します。 

（１）現況と問題点 

 （略） 

 

（２）その対策 

 自治会活動の活性化を図るため、活動拠点の整備等支援を実施しま

す。 

Ｐ５１～ 

Ｐ５２ 

（３）計画 

事業計画（令和８年度～１２年度） 

 

 

 

（３）計画 

事業計画（令和４年度～７年度） 

 

 

 



 

- 76 - 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 77 - 

 

第１１章 地域文化の振興 

新計画の頁 新計画（R8～12） 現計画（R4～7） 

Ｐ５３ （１）現況と問題点 

市内の各地域・地区では主体的に地域づくりに取り組む動きが活発に

なってきています。加治川地域では、国の天然記念物に指定されてい

る「大峰山橡平桜樹林」に隣接するふれあいの森「橡平さくらの里」

において、山桜保全活動を通じた地域づくりを進めていますが、組織

の高齢化等による担い手不足が課題であることから、持続的な活動に

向け、行政の支援とともに、関係各所や地域との連携が必要になりま

す。 

（１）現況と問題点 

 市内の各地域・地区では検討会を立ち上げるなど、主体的に地域づ

くりに取り組む動きが活発になってきています。加治川地域では、国

の天然記念物に指定されている大峰山橡平桜樹林」の山桜保全活動な

どを通じた地域づくりを進めていますが、高齢化等による担い手不足

が課題であることから、持続的な活動に向け、行政の支援とともに、

関係各所、地域との連携が必要になります。 

Ｐ５３ （２）その対策 

 加治川地域の特性や資源を活用した持続的発展に資する自主的かつ

主体的な地域づくり活動や、地域コミュニティの担い手の育成を図る

取組などを支援します。 

（２）その対策 

 大峰山橡平山桜環境整備活動など、加治川地域で地域づくり活動を

行う団体を支援します。 

Ｐ５３～ 

Ｐ５４ 

（３）計画 

事業計画（令和８年度～１２年度） 

（３）計画 

事業計画（令和４年度～７年度） 
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 （削除） （４）公共施設等総合管理計画等との整合 

 地域文化の振興については、個々の施設等の状況及び利用状況など

を十分に踏まえ、「新発田市公共施設等総合管理計画」に定める基本方

針に沿った公共施設等の更新・統廃合・長寿命化などを計画的に推進

していきます。 
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第１２章 再生可能エネルギーの利用の推進 

新計画の頁 新計画（R8～12） 現計画（R4～7） 

Ｐ５５ （１）現況と問題点 

 国は、２０５０年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロとする脱

炭素社会を目指すことを宣言しました。当市も２０２１（令和３）年

６月に「新発田市ゼロカーボンシティ宣言」を行い、脱炭素社会の実

現に向けた姿勢を示すとともに、地球温暖化対策の実効性を高めるた

め、２０２３（令和５）年９月に「新発田市地球温暖化対策実行計画」

を策定しました。国の目標に向けて、市民・事業者・行政がそれぞれ

の立場から排出削減策を着実に推進していくことが重要です。 

（１）現況と問題点 

 国は、２０５０年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロとする脱

炭素社会を目指すことを宣言しました。当市も２０２１（令和３）年

６月に「新発田市ゼロカーボンシティ宣言」を行い、脱炭素社会に向

けた当市の姿勢を示しましたが、カーボンニュートラルの実現に向け、

再生可能エネルギーの普及・啓発活動を進め、市民意識の向上を図る

必要があります。 

Ｐ５５ （２）その対策 

 脱炭素化を加速させるため、環境省の「重点対策加速化事業」を活

用し、市民・事業者向けに太陽光発電設備や蓄電池及び高効率空調機

器・照明機器、地中熱利用設備の導入を促すとともに支援を実施しま

す。 

（２）その対策 

 再生可能エネルギーのさらなる普及・啓発、市民意識の向上に向け、

家庭用太陽光発電等の設置支援、地球温暖化の啓発に向けた取組を実

施します。また、公共施設への再生可能エネルギー利用拡大や、遊休

地等を活用した再生可能エネルギー発電設備の導入等を推進します。 

Ｐ５５ （３）計画 

事業計画（令和８年度～１２年度） 

（３）計画 

事業計画（令和４年度～７年度） 
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Ｐ５６ （４）公共施設等総合管理計画等との整合 

 再生可能エネルギーの利用の推進については、個々の施設等の状況

及び利用状況などを十分に踏まえ、「新発田市公共施設等総合管理計

画」に定める基本方針に沿った公共施設等の更新・統廃合・長寿命化

などを計画的に推進します。 

（追加） 
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第１３章 その他地域の持続的発展に関し必要な事項 

新計画の頁 新計画（R8～12） 現計画（R4～7） 

Ｐ５７ （１）現況と問題点 

時代の潮流として、脱炭素社会の実現に向けた取組が進められてい

ますが、同時に環境負荷の低減や公害防止等、環境保全の取組につい

てもその重要性が増しています。当市の基幹産業である農業について

も、環境保全型農業に取り組む営農者への支援を行うことで、農業の

有する多面的機能の健全な発揮を図る必要があります。また、市の公

用車等についても環境負荷が低い電気自動車等への計画的な入れ替え

を引き続き進める必要があります。 

市内各地域の行政拠点である支所については、庁舎の適切な維持管

理が必要となります。 

（１）現況と問題点 

時代の潮流として、脱炭素社会の実現に向けた取組が進められてい

ますが、同時に環境負荷の低減や公害防止等、環境保全の取組につい

てもその重要性が増しています。当市の基幹産業である農業について

も、環境保全型農業に取り組む営農者への支援を行うことで、農業の

有する多面的機能の健全な発揮を図る必要があります。また、市の公

用車等についても環境負荷が低い電気自動車等への段階的な入替を進

める必要があります。 

 市内各地域の行政拠点である支所については、庁舎の適切な維持管

理が必要となります。 

Ｐ５７～ 

Ｐ５８ 

（３）計画 

事業計画（令和８年度～１２年度） 

 

 

（３）計画 

事業計画（令和４年度～７年度） 
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Ｐ５８ （４）公共施設等総合管理計画等との整合 

 その他地域の持続的発展に関し必要な事項については、個々の施設

等の状況及び利用状況などを十分に踏まえ、「新発田市公共施設等総合

管理計画」に定める基本方針に沿った公共施設等の更新・統廃合・長

寿命化などを計画的に推進します。 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

 その他地域の持続的発展に関し必要な事項については、個々の施設

等の状況及び利用状況などを十分に踏まえ、「新発田市公共施設等総合

管理計画」に定める基本方針に沿った公共施設等の更新・統廃合・長

寿命化などを計画的に推進していきます。 

※Ｐ５９以降は、第２章から第１３章における過疎地域持続的発展特別事業の再掲のため省略 


